
 

 

 

 

 

 

 

ETC請求書について         2023年９月ご利用分から 

インボイス制度に伴い、10 月に発行させていただきました

2023 年９月ご利用分より、お問合せの多かった当組合の登録番

号が記載されております請求書について web の入手方法をお知

らせいたします。 

① 当組合のホームページにてログイン 

② Ⅲ．料金請求データの高速利用料金 2023年〇月ご利用分 

③ 「（表紙）」→登録番号/消費税率記載 

後納通行料金請求書（コーポレートカード） 

後納通行料金精算書（マイレージカード） 

④ 「（PDF貴社名）」→カード毎の明細 

後納通行料金明細 

 

 

 

 

 

※請求書作成後、「お知らせメール」を送信しております。 

 未登録又は登録希望の組合員様は、５件迄登録可能ですので、

info@setouchi.co.jp迄メールアドレスをご連絡ください。 

 

「第６０回国土幹線道路部会」について2023年11月10日 

・【平日朝夕割引の見直し】 

令和６年 4月 全国複数エリアへ拡大 

令和 8年度中に現行の平日朝夕割引に変えて本格展開 

１． 適用時間帯を全日 24時間に拡大 

２． 登録した IC間（1日 3回迄）を最大５０%引/月 10回往復以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

・【深夜割引の見直し（令和６年度中に実施）】 

１．割引対象時間帯 22時～5時の走行分のみ３割引 

２．長距離逓減を拡充 

100km～200ｋｍ25%割引、200ｋｍ超 30%割引 

 

 

 

 

 

 

 

・休日割引の見直し 

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/road01_sg_000664.html 
なお、ＮＥＸＣＯHPにて、深夜割引の見直しにおける無謀な運転の

抑止策（案）について 11月 20日まで意見を募集しております。 

https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r5/1107/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ご利用のない ETCカードについて   

現在ご利用のないコーポレートカード/マイレージカー

ドについて、状況確認（紛失等）も含め、ご返却または、

カードの切替の提案をさせていただいております。コー

ポレートカードにつきましては、月末をもって申請等の

締め切りがありますので、11月 28日（火）には、当組合

に返却いただきますよう、お願いいたします。 

 

アルコール検査義務化      2023年 12月 1日～ 

白ナンバーの車を５台以上保有、もし

くは定員１１人以上の車を 1 台以上保

有している事業者に対してアルコール

検知器によるドライバーの飲酒検査

が 2023年 12月 1日から義務化さ

れます。当組合では、取扱いをしてお

りますので、是非ご連絡ください。 
 

労基情報 

～11月は「過労死等防止啓発月間」です～ 

 
 
 
 

 

 

 

 
過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることの
できる社会の実現に向け、厚生労働省では、11 月の
過労死等防止啓発月間中に、「過重労働解消キャンペ
ーン」を実施します。 
キャンペーンでは、過重労働解消相談ダイヤルによる
受付、長時間労働が行われていると考えられる事業
場等に対する重点監督の実施、過重労働解消のため
のセミナーの開催など過重労働解消に向けた取組を
集中的に行います。 
 事業者の皆様におかれましては、労働者の労働時間
の正確な把握と長時間労働の削減、ワークライフバラ
ンスの取れた働き方が可能となる職場環境づくり、メ
ンタルヘルス対策の推進などにご協力をお願いしま
す。 
 
※過労死等防止に関する 
特設サイトはこちら。 

 
 
 
 
 
 

【雑感】「新語・流行語大賞」に３０の言葉がノミネート
されました。知らない言葉もありますが、1 年を振り
返れます。来月トップ１０と大賞が決まるとの事です
が、皆さん、いくつご存じですか？ 
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お問い合わせは 倉敷労働基準監督署 

TEL：086-422-8177 まで 

 

 

２０２３年 11月１6日発行 

 

 

 

 

 

③ ④PDF貴社名 

https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r5/1107/

